（参考）


令和８年度 井川町奨学金申請書類について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　井川町教育委員会


1. 奨学金貸与申請書（様式第１号）　1部
・申請者（本人）とその保護者の印鑑は違うものを使用する。
・「住所」の欄には、実際に住んでいるところの住所を記入する。
・「学校名」の欄には、専攻課程まで記入する。（例：○○大学○○学部○○課程）
・「入・在学」の欄には入学・在学中に関わらず、入学した（する）日を記入する。
・連帯保証人は、申請者の父母兄姉又は生計上これに代わる者（保護者）とする。
・申請する賞与の金額に該当する欄に○を記載してください。
・他の奨学金申請又は教育ローン借入予定
　　平成３１年度より、他の奨学金との併用を可能としましたが、将来的に奨学金が負債となり得
ますので、他の奨学金や、金融機関からの借り入れ予定に○を記入してください。

2. 学校長推薦書（様式第２号）　1部　（初年度以降は不要）

3. 学業成績証明書（様式第３号）　1部
・４月から入学する者であればそれまで在籍していた学校、在学中の者であれば現在在学している
学校からの提出書類とする。
・学校に所定の様式等あれば、それでも構わない。

4. 連帯保証人家族調書【保護者】（様式第４号）１部　
・「（生徒学生）氏名」の欄には、申請者の氏名を記入する。
・「財産」・「収入」は、現在所有している財産及び収入について記入する。
・「家族構成」は、現在同居している世帯員全員を記入する。

5. 申請者の住民票謄本　１部　（初年度以降変更が無ければ不要）
・町役場戸籍担当に申請し、発行してもらう。
　・本籍、続柄及び世帯主を省略しないもの。

6. 課税証明書（詳細）（個人の所得を証明する書類）　１部
　・町役場税務担当に申請し、発行してもらう。
・世帯の中の１８歳以上で、所得のある方全員分を１人につき１部ずつ

7.　在学証明書または入学許可証等（写）　１部　（初年度以降は不要）
・在学中の者は在学証明書、4月から入学する者は入学許可証等の写しを提出する。

※また、当町の奨学金は、秋田県の奨学金返還助成制度（県内企業等に就職するほぼ全ての方が対象、正規雇用に限らない途中退学者、新卒以外の要件を満たす既卒業者）に申請すると、３年間で最大６０万円の助成を受けることができます。（※但し、町奨学金の返還が消滅する訳では無く、返還後に交付されるものである）詳しくは秋田県美の国あきたネット　から「秋田県　奨学金」でご確認ください。

（４月１５日（水）まで提出してください）
